
社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）抜粋

（受験資格）
第７条 社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一　学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学（短期大学を除く。以下この条において同
じ。）において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目（以下この条にお
いて「指定科目」という。）を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省
令で定める者

二　学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基
礎科目（以下この条において「基礎科目」という。）を修めて卒業した者その他その者に準ず
るものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学
校又は厚生労働大臣の指定した養成施設（以下「社会福祉士短期養成施設等」という。）にお
いて６月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

三　学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定め
る者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養
成施設（以下「社会福祉士一般養成施設等」という。）において１年以上社会福祉士として必
要な知識及び技能を修得したもの
四　学校教育法に基づく短期大学（修業年限が３年であるものに限る。）において指定科目を修
めて卒業した者（夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を
除く。）その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、厚生労働省令で
定める施設（以下この条において「指定施設」という。）において１年以上相談援助の業務に
従事したもの
五　学校教育法に基づく短期大学（修業年限が３年であるものに限る。）において基礎科目を修
めて卒業した者（夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を
除く。）その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設におい
て１年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において６月以上社会福
祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
六　学校教育法に基づく短期大学（修業年限が３年であるものに限る。）を卒業した者（夜間に
おいて授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。）その他その者に
準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において１年以上相談援助の業
務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において１年以上社会福祉士として必要な知識及
び技能を修得したもの

七　学校教育法に基づく短期大学において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるも
のとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において２年以上相談援助の業務に従事
したもの

八　学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるも
のとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において２年以上相談援助の業務に従事
した後、社会福祉士短期養成施設等において６月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を
修得したもの

九　社会福祉法（昭和26年法律第45号）第19条第１項第二号に規定する養成機関の課程を修了し
た者であつて、指定施設において２年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成
施設等において６月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの

十　学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとし
て厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において２年以上相談援助の業務に従事した後、
社会福祉士一般養成施設等において１年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した
もの

十一　指定施設において４年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等にお
いて１年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
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十二　児童福祉法（昭和22年法律第164号）に定める児童福祉司、身体障害者福祉法（昭和24年
法律第283号）に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれ
る同法第15条第１項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）に定め
る知的障害者福祉司並びに老人福祉法（昭和38年法律第133号）第６条及び第７条に規定する
社会福祉主事であつた期間が４年以上となつた後、社会福祉士短期養成施設等において６月以
上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生省令第49号）
抜粋

（厚生労働省令で定める者の範囲）
第１条 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号。以下「法」という。）第７条第一号の
厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短期大学を除く。次号、第三号及び次項第
一号において同じ。）において法第７条第一号に規定する指定科目（以下この項、第４項及び
第７項において「指定科目」という。）を修めて、学校教育法第102条第２項の規定により大学
院への入学を認められた者

二　学校教育法による大学において指定科目（相談援助実習指導及び相談援助実習の科目（以下
この号、次号、第五号及び第七号並びに第４項及び第７項において「実習科目」という。）を
除く。）を修めて卒業した者であつて、その後、学校教育法による大学、大学院、短期大学又
は専修学校の専門課程（修業年限２年以上のものに限る。）（以下「大学等」という。）におい
て実習科目を修めたもの

三　学校教育法による大学において指定科目（実習科目を除く。）を修めて、同法第102条第２項
の規定により大学院への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修
めたもの

四　学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
五　学校教育法による大学院において指定科目（実習科目を除く。）を修めて当該大学院の課程
を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

六　学校教育法による専修学校の専門課程（修業年限４年以上のものに限る。次号、次項第三号
及び第３項第三号において同じ。）において指定科目を修めて卒業した者
七　学校教育法による専修学校の専門課程において指定科目（実習科目を除く。）を修めて卒業
した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

２　法第７条第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一　学校教育法による大学において法第７条第二号に規定する基礎科目（次号及び第三号並びに
第５項及び第８項において「基礎科目」という。）を修めて、学校教育法第102条第２項の規定
により大学院への入学を認められた者

二　学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
三　学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者

３　法第７条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一　学校教育法による大学院の課程を修了した者
二　独立行政法人大学評価・学位授与機構法（平成15年法律第114号）による独立行政法人大学
評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者（旧国立学校設置法（昭
和24年法律第150号）による大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与
された者を含む。）

三　学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した者
四　学校教育法第102条第２項の規定により大学院への入学を認められた者
五　旧大学令（大正７年勅令第388号）による大学を卒業した者
六　旧高等師範学校規程（明治27年文部省令第11号）による高等師範学校専攻科を卒業した者
七　旧師範教育令（昭和18年勅令第109号）による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年
限１年以上の研究科を修了した者

八　旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧
専門学校入学者検定規程（大正13年文部省令第22号）により、これと同等以上の学力を有する
ものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令（明治36年勅令第61号）による専門学校
（以下「専門学校」という。）で修業年限（予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。）
５年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限４年以上の専門学校を卒業し修業年限４年以上
の専門学校に置かれる修業年限１年以上の研究科を修了した者

九　防衛省設置法（昭和29年法律第164号）による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
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